
羅臼町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成18年条例第15号）第6条の規定に

基づき、羅臼町の人事行政の運営等の状況について公表します。

１　職員の任免及び職員数の状況

①職員の採用及び退職者の状況（平成22年度）

（注）特別行政部門は教育部門、公営企業等部門は水道・診療所部門

②職員数の状況 （各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。
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２　職員の給与の状況（普通会計決算）

（１）総　括

①人件費の状況

②職員給与費の状況

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成22年4月1日現在の人数である。

③ラスパイレス指数の状況

( 注) ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１ ０ ０ とした場合の地方公務員の給与
水準を示す指数である。

（２）職員の平均給料月額と初任給の状況
　　　　①平均給料月額（平成22年4月1日現在）

（注）　1　「平均給与月額」とは、平成22年4月1日現在における職員の基本給の平均です。

　　　　2　「平均給料月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外

　　　　　勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。

②職員の初任給の状況（平成22年4月1日現在）

③職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成22年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

北海道

区分

区分

22年度

172,200 円

140,100 円

羅臼町 42.7 歳

一般行政職

職員数

　　　　　　Ａ

人

102

短  大　卒 －一般行政職

354,300

304,100

区　　分 平 均 年 齢 平均給与月額

20.0
22年度

5,908

265,300

　　　　　　　千円

Ｂ／Ａ

%

羅臼町

区　　　　　分

平均給料月額

人 件 費

71,405 787,653

年

305,200 円 343,937 円

　　　　　千円

歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（22年度末）

人 件 費 率実 質 収 支

大　学　卒

高　校　卒

国羅　臼  町

224,900

3,941,681

　　　　　　Ｂ

人　

千円

高　校　卒

経験年数１０年 経験年数２０年

300,200

264,400

316,600

大　学　卒

経験年数１５年区　　　　分

全国町村平均

一人当たり

　　計　　Ｂ

千円

573,380

期末・勤勉手当

　　　　　千円

133,545

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

給与費 B/A

　　　　　千円

千円

95.1%

60,139

千円

379,696

職員手当給　 料

5,621

（参考）

21年度の人件費率

%

19.9

167,034

135,897

円

円

平成２２年 91.6% 92.8%

244,400
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（３）諸　手　当（平成２2年度決算）

①期末手当・勤勉手当

（22年度支給割合） （22年度支給割合） （22年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（役職加算　5～15%） （役職加算　5～20%　　管理職加算　10～25%) （役職加算　5～20%　　管理職加算　10～25%)

但し、H17から役職加算を凍結

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

②特殊勤務手当

千円

　円

　％

③時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

水上及び海上作業手当

1.35

主な支給対象業務

身元不明死亡人の処理

野犬掃討作業

死骸動物の処理作業

防疫作業

温泉水作業

野犬掃討業務手当

死骸動物処理業務手当

伝染病患者消每業務手当

危険業務手当

潜水業務手当

主な支給対象職員

保健福祉課

環境生活課

水産商工観光課

環境生活課、水産商工観光課

除排雪作業手当

手当の名称

水産商工観光課

建設水道課

水産商工観光課

行旅死亡人業務手当

 （　0.65　）月分

176

建設水道課、水産商工観光

除排雪車の誘導作業等

水上及び海上作業

日額　１，０００円

日額　１，０００円

日額　１，０００円

日額　５，０００円

日額　１，０００円

水中作業

2.60

1.45

1.35

北  海  道 国

日額　３，０００円

日額　１，０００円

19,556

8.65

1.45

2.601.352.60

職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度）

手当の種類（手当数）

153

14,360

支給職員１人当たり平均支給月額（22年度決算）

日額　１，０００円

左記職員に対する支給単価

支 給 実 績 （ 22 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 21 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 22 年 度 決 算 ）

支給実績（22年度決算）

8

羅　臼  町

1.45 0.65

12,725

173

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 21 年 度 決 算 ）

0.65
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④その他の手当

・借家月額12,000円を超える家賃を支払っている場合、家賃額に応じ31,000円を
限度

・通勤距離が片道2ｋｍ以上の自動車等使用者
　通勤距離に応じて3,000円から45,000円の範囲内で支給

各区分ごとに本俸に支給割合を乗じて得た額
・部長職及び相当職員    　　10％
・課長及び相当職員　　　　　　8％
・課長補佐及び相当職員　　　6％
・主幹及び相当職員　　　　　　5％

・世帯区分により11月～3月まで支給　　　月額10,340円～26,380円

内容及び支給単価

・配偶者                  　　　　　　　　　 　13,000円
・配偶者がいない場合      1人目のみ  11,000円
・2人目～　  1人            　　　　　　　　　6,500円
・15才～22才までの子　　　1人 　　　      5,000円加算

手　当　名

寒冷地手当

通勤手当

管理職手当

扶養手当

住居手当
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（４）特別職の給料・報酬等

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、当分の間の減額措置を行う前の金額である。                         

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間の状況

（２）休暇種類

3.9　　（平成22年度支給割合）

給 料 月 額 等

365,000

168,100

222,000

2.45

285,000

364,000

町 長

区 分

給

料

（参考）類似団体における最高／最低額

364,500809,400

671,700

　　（平成22年度支給割合）

期
末
手
当

報

酬

議長・副議長・議員

178,000副 議 長

135,800

副 町 長

町 長 ・ 副 町 長

議 員 263,000

535,000

議 長

637,000

611,000

518,000

222,000

職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間

特別休暇

介護休暇

組合休暇

暦年　２０日（残日数２０日を限度として繰り越し）

年間　９０日（ただし、結核等町長が特に必要と認める場合については、１年以内の期間）

結婚休暇　　　　５日以内
産前産後休暇　分娩予定日前８週間目に当たる日から分娩日後８週間に当たる日までの期間内において
　　　　　　　　　　あらかじめ必要と認める期間
夏季休暇　　　　３日
他

配偶者、父母、子などの負傷、疾病により介護を行うため　　６ヵ月以内　

148,000

年次休暇

病気休暇

３８時間４５分 8時45分 17時30分

土曜日・日曜日

国民の祝日に関する法律に規定する休日

１月２日から同月５日まで及び１２月３１日

12時00分

～

13時00分

１週間の
勤務時間

始業時間 終業時間 休憩時間 閉庁日

種類 付与日数・期間等
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（３）休暇等の取得状況（平成22年1月1日から平成22年12月31日）

（４）育児休業の取得状況

４　職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況

（２）懲戒処分等の状況

５　職員の服務の状況

0  人

取得者数

対象職員数
（Ｃ）

平均取得日数
（Ｂ／Ｃ）

消化率
（Ｂ／Ａ）

総付与日数
（Ａ）

総取得日数
（Ｂ）

地公法第28条
第2項第2号

合　　　　計

3,452  日

育児休業

801  日 90  人 8.9  日

新たに育児休業を取得したもの

前年度から引き続いているもの

部分休業したもの

区　　　　分

23.2%

刑事事件に関し起訴された場合

地公法第28条
第1項第1号

地公法第28条
第1項第2号
第2項第1号

地公法第28条
第1項第3号

地公法第28条
第1項第4号

0  人

0  人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　処分の種類
　　処分の事由

降任 免職

0  件

合計

勤務実績が良くない

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

職制、定数の改廃、予算の減尐により廃
職、過員を生じた場合

休職 降給

0  件

0  件 0  件 0  件 0  件 0  件

0  件 0  件 0  件 0  件

0  件

0  件 0  件 0  件 0  件 0  件

0  件 0  件 0  件 0  件

訓告等

0  件 0  件 0  件 0  件 0  件

0  件 0  件 0  件 0  件

0  件 0  件 0  件 0  件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　処分の種類
　　処分の事由

戒告 減給 停職 免職

0  件

職務上の義務に違反した場合
地公法第29条
第1項第2号

0  件 0  件 0  件 0  件 0  件

法令に違反した場合
地公法第29条
第1項第1号

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
のあった場合

地公法第29条
第1項第3号

0  件 0  件 0  件 0  件 0  件

0  件

　羅臼町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例を制定し、町民全体の奉仕者であることを自覚
し、常に公正な職務の遂行にあたるよう職員に周知徹底を図っている。

合　　　　計 0  件 0  件 0  件 0  件
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６　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（１）職員の研修

（２）勤務成績の評定

７　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の福利厚生の実施状況

（２）公務災害の状況

（３）公平委員会に係る業務の状況
　平成２２年度は勤務条件に関する措置条件、不利益処分に関する不服申し立てについては該当
ありません。

ゲートキーパー養成研修
羅臼町

受講者数

2  名新規採用職員研修

2  名

初級職員研修 0  名

42  名

実　　施　　機　　関

研　　　修　　　区　　　分

研　　　修　　　名

新規採用職員基礎研修

税務事務（固定資産税）基礎研修 1  名

根室地区法務研修（基礎） 2  名

根室町村会

地域力向上研修 2  名

51  名

北海道市町村職員研修センター

合　　　　　　　　　計

通　　勤　　災　　害 0  件 0  件

中級職員研修 0  名

区　　　　　　分 対象者 受診者数

公　　務　　災　　害 1  件 1  件

全職員

定　　期　　健　　診

総合健診（人間ドック）

35  人 35  人

83  人 49  人

実施状況 対象者評価方法 評価結果の活用

健康診断の種類 対象者 受診者数

定期的に評定 業績評価（成果・実績）
昇給及び勤勉手当への活用のほか、昇
任、昇格及び配置転換への活用
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